
第 12 回理事会議事録 
 
１．日時 ：2013 年 10 月 25 日（金）午後 6 時 30 分～8 時 20 分 

２．場所 ：東京都新宿区四谷 1-13 虎ノ門実業会館四谷ビル 2F 

３．出席者：【出席 12 名】  鳩山勝郎、山口知也、兼岩芳樹、神代高弘、 

ロバート・ゲラー、齋藤陽子、島村京子、寺本直志、 

中谷忠義、久富浩、平田眞、山田和彦 

【欠席 1 名】   細田博之 

【監事 3 名】   大泉紘一、成田秀則、水谷建 

【事務局 3 名】 大政事務局長、清水普及事業部長、鈴木競技会事業部長代行 

【オブザーバー1 名】宮内宏顧問弁護士 

（理事現在数：13 名、定足数 7 名、本人出席 12 名） 

 

４．議事の経過及び結果 

  鳩山勝郎会長代行を議長に、議題を逐一審議した。 

 

第 1 号議案 第 11 回理事会議事録案の承認について 

      議事録案を一部修正の上承認した。 

 

第 2 号議案 会員の逝去について 

以下の会員 3 名の逝去の報告があった。 

山口達雄（会員番号48084、8月） 
アムラム小夜子（会員番号23889、9月2日） 
浮洲幸子（会員番号38441、9月13日） 

 

第 3 号議案 各委員会及び事業部報告 

                1．企画委員会 

山田企画委員長より10月12日に開催された企画委員会での議事内容につ

いて説明があった。 

 会友会費制度は 8 月の理事会決議に従い、地方会友の会費を当面 2,500

円に据え置くこととし、今後競技会参加機会の拡大、助成制度の充実を

図った後会費 3,000 円の B 会友に移行する。10 月末発行の会報に会費

制度改定の背景を説明した記事を掲載するとともに、地方クラブに事前

に文書で案内する。 

 首都圏ブリッジセンター競技会との交渉内容のうち、セクショナル以上

の公認料については、現行の 25%から 22%に引き下げる。また、センタ



ーの普及活動に対する普及活動支援を手厚くする。 

 公認クラブ規則改正を行い、申請したウィークリーゲームを規定数開催

しない、普及活動を行わない等の義務違反があったセンターに対して是

正勧告ができるようにする。 

 クラブ／センター対応部署については、担当理事と事務局担当者を置い

て総合的に対応できるようにする。センター側にも全センターの意思を

統一する窓口の設置を要請することとした。 

 消費税対応についてはセンター・クラブ主催の公認競技会に対しては連

盟から指導は行わない。主催競技会については金額を検討し、理事会に

提案する。 

会費については会員会友の同居家族のいる、会報が不要な会友の会費割引

について検討し、会報に発表することになった。 

公認料については理事の多数から普及活動を行わないセンターは 25%の

ままとして、普及活動に熱心なセンターに対して報奨金として 22%に引き

下げる提案があった。普及活動には費用がかかるため、2014 年度は全セ

ンター・クラブに対して公認料を 22%に引き下げてセンターの活動資金を

増やし、2015 年度以降は前年度の普及活動の実績のあるセンターは 22%

を維持するが、普及活動の実績のないセンターは公認料を 25%とすること

に決定した。普及活動の内容については事前にセンターに通知する。 

消費税については 2014 年 4 月の消費税が 5%から 8%に上がる際には主催

競技会の会費の値上げは行わず、税込価格を現状のままとし、消費税が

10%になる時期に改めて検討することに決定した。 

                2．代表選抜委員会 

第 2 回アジアカップ日本代表選抜試合への申込状況について、オープン 1

チーム、ウィメン 2 チームとの報告があり、オープンは参加申込をした、

陳大偉、寺本直志、田中陵華、古田一雄、高山雅陽、横井大樹の 6 名を代

表メンバーとして承認した。ウィメンの 2 チームについては予選を行わず

12 月 14, 15 日開催の決勝への招待を承認した。 

                3．競技委員会 

寺本競技委員長より 9 月 4 日に開催された競技委員会の議事内容について

説明があった。 

齋藤理事より台風の接近した 9 月 16 日の高松宮記念杯で湘南からのチー

ムが約 40 分遅刻して不戦敗になったが、柔軟な対応はできなかったかと

質問があった。試合要項では 30 分以上の遅刻は不戦敗と定められている

ため、試合要項に記されていない個別の事象についての検討は競技会事業

部で行うことになった。 



                4．ルール委員会 

宮内ルール委員長より 9 月 5 日に開催されたルール委員会の議事内容につ

いて説明があった。 

第 91 条のディレクターによる規律罰則は上告しても覆らないが、これを

上告できるかどうかについて検討を行い、委員会では上告可能と判断した。 

クレームの作法について規定を定めることは可能であることを確認した。 

                5．普及事業部 

清水普及事業部長より普及事業部活動報告があった。 

 あだちサークルフェア（10 月 12, 13 日）に出展した。 

 JCBL が協力したイベントについて報告があった。 

 ジュニアくらぶイベント開催状況について説明があった。8, 9 月は横浜

では成立したが四谷では不成立であった。 

 10 月 10 日より「ポスタルくらぶ」HP 内、うきうきサークル情報に JCBL

の情報を掲載した。 

 普及通信を 8 月 28 日、9 月 27 日に更新した。 

新規事業として以下の活動報告があった。 

 四谷 BC の協力により、初心者から中級者対象の夜のサロンを 10 月か

ら開設した。初回の初級サロンは 5 名、中級サロンは 2 名の参加があっ

た。チラシを作成し参加者増を狙う。 

 公認資格制度ワーキンググループを立ち上げ、8 月 27 日、9 月 10 日に

会合を開いた。2 回の議論により公認資格の前に入門講習会の標準化が

必要で、そのための普及用スタンダードを定めることとなった。 

 来年前期に明治大学で試験的にブリッジ講座が開講できる見通しとな

った。講師は清水普及事業部長が担当する予定。 

山田理事より清水事業部長は早稲田大学の講座も担当しており、普及事業

部長の業務に差し支える可能性があるとの発言があった。清水事業部長は

早稲田大学の講座は成熟してマニュアルも出来上がったので、早稲田大学

の講師を別の方に変更することも考えているとの返答があった。 

ユース関連で以下の報告があった。 

 オランダブリッジ協会より 2014 年 3 月 30 日～4 月 4 日に開催されるホ

ワイトハウスカップへの招待があり、ユース 6 名に対してグレード 3（1

人 10 万円を上限として必要経費の半額まで助成）の助成を行う。 

 9 月 9～13 日に夏季大学選手権が開催され、12 チーム 70 名（うち 1 年

目 18 名）が参加した。フライト A（8 チーム）の優勝は早稲田大学、フ

ライト B（4 チーム）の優勝は大阪大学。 

 10 月 12～13 日、京都ふれあい会館にてユースキャンプを開催し、9 大



学 19 名（うち 1 年目 11 名、早稲田大学ブリッジ講座から 1 名、一般参

加 1 名）が参加した。 

                6．競技会事業部 

鈴木競技会事業部長代行より競技会事業部活動状況及びゴールドライフ

マスター2 名、シルバーライフマスター7.名、シニアライフマスター16 名、

ライフマスター11 名の資格取得者の報告があった。 

2013 年度前期の競技会参加状況の提出があった。リジョナルが前年と比較

して約 150 テーブル減少しているが、これについては昨年 APBF コングレ

ス福岡大会で開催したテレビ西日本杯／福岡市長杯が福岡ブリッジプラ

ザを会場として開催したため、テーブル数が大幅に減少したことと、丸の

内杯、夏季シニアペア／チームを今年度開催しなかったためであると説明

があった。 

7. 国際交流事業部 

8 月 4 日から 11 日までアトランタ（アメリカ）で開かれた世界ユースオー

プン選手権、8 月 19 日から 25 日まで武漢（中国）で開かれた第 19 回 APBF

ユース選手権、9 月 16 日から 29 日までバリ（インドネシア）で開かれた

第 41 回世界ブリッジチーム選手権のキャプテン報告の提出があった。 

中谷国際交流事業担当理事より、WBF,関連の情報として今後の世界選手

権のスケジュール、APBF 関連の情報として来年の第 2 回アジアカップは

6 月 12 から 22 日の可能性が大であるが、まだ開催地は決定していない。

10 月末までに連絡がある予定との報告があった。 

アジアカップのシニア出場枠が各国 2 チームとなったため、現行の規則通

りシードポイント上位のチームを決める方法では問題があるため、今回は

選抜試合を行うことに決定した。選抜試合の方法および助成について代表

選抜委員会で検討することになった。 

世界選手権で開催された WBF 法規委員会を傍聴し、ルール委員会に報告

を行う。 

英国ブリッジ協会の WHITE BOOK にある 2007 年規則の解説を、「EBU

作成」というクレジットを記載する条件で日本語に翻訳する了解を得た。 

ユースの国際派遣に関する方針について寺本理事より説明があった。 

 

第 4 号議案 その他の議案 

1. 会計報告について 

9 月末現在の収支状況についての報告があった。 

2. 次回の理事会開催について 

次回理事会は 2013 年 12 月 20 日（金）18 時 30 分より開催する。 



 

 

当日配布書類：第 3 号議案「競技会参加状況 2012, 2013 年度前期比較」 

 「ユースの国際派遣に関する方針」 

第 4 号議案「月次収支実績」「正味財産増減計算書」 

「事業別予算決算対照表」 

 

 

平成 25 年 10 月 25 日（2013 年） 

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟 

第 12 回理事会 

 

代表理事 鳩山 勝郎 

 

監    事    大泉 紘一 

 

監    事    成田 秀則 

 

監    事    水谷 建 

 


